
諮問第１号 
 
   芝山文化センター使用承認申請却下の処分に係る審査請求について 
 
 公の施設を利用する権利に関する処分に対する審査請求がされたので、別紙の裁決書（案）

のとおり裁決することについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７条）第２４４条の４

第２項の規定により諮問する。 
令和４年２月１６日提出 
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